
ポイント１ 労働条件の明示

労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません
（労働基準法第15条第１項、労働基準法施⾏規則第５条）。

⑦ 昇給に関すること

必ず明示しなければならないこと

① 契約期間に関すること

② 期間の定めがある契約を更新する場合の

基準に関すること

③ 就業場所、従事する業務に関すること

④ 始業･終業時刻、休憩、休日などに関する

こと

⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関する

こと

⑥ 退職に関すること（解雇の事由を含む）

原則、書面（※）で交付しなければ
ならないこと ① 退職手当に関すること

② 賞与などに関すること

③ 食費、作業用品などの負担に関すること

④ 安全衛生に関すること

⑤ 職業訓練に関すること

⑥ 災害補償などに関すること

⑦ 表彰や制裁に関すること

⑧ 休職に関すること

定めをした場合に明示しなければ
ならないこと

（※）労働者が希望した場合は、FAXやWebメール
サービス等の方法で明示することができます。
ただし、書面として出力できるものに限られます。

ポイント2 賃⾦
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労働基準法は、正社員、アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に
適用されるルールです。このリーフレットは、労働基準法のポイントを
分かりやすくまとめたものです。

厚生労働省のホームページに、モデル労働条件通知書が掲載されていますので
ご活用ください。

賃⾦は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月１回以上、一定の期日を
定めて⽀払わなければなりません（労働基準法第24条）。また、労働者の
同意があっても最低賃⾦額を下回ることはできません（最低賃⾦法第４条）。

最低賃⾦は都道府県ごとに定められています。



ポイント３ 労働時間、休日

労働時間の上限は、１日８時間、１週40時間（10人未満の商業、映画・演劇業、

保健衛生業、接客娯楽業は44時間）です（※１）（労働基準法第32条、第40条）。

また、少なくとも１週間に１日、または４週間を通じて４日以上の休日を
与えなければなりません（労働基準法第35条）。

この労働時間の上限を超えてまたは休日に働かせるには、あらかじめ労使
協定（36協定）を結び（※２）、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありま
す（労働基準法第36条）。

（※１）変形労働時間制などを採用する場合は、この限りではありません。
（※２）過半数労働組合、または過半数組合がない場合は労働者の過半数代表者との書面による協定

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間

複数月平均80時間＊

月100時間未満＊
＊休日労働を含む

法律による上限（限度時間の原則）
月45時間

年360時間
１年間＝12か月

時間外労働の上限規制のイメージ

♦以下の事業・業務は、2024年３月31日まで
上限規制の適用が猶予されます。

・建設事業 ・自動車運転の業務 ・医師
・鹿児島・沖縄砂糖製造業（複数月平均80時
間以内、月100時間未満のみが猶予の対象とな
ります）

♦新技術・新商品などの研究開発業務につ
いては、上限規制の適用が除外されてい
ます。

なお、いずれの場合においても、以下を守らなければなりません。

・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・ 時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」
「４か月平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり80時間以内

ポイント４ 休憩

労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間と

なる場合があります。

36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則として月45時間・
年360時間（対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42時

間・年320時間）です。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）には、
年６か月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも

・ 時間外労働が年720時間以内
・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

としなければなりません。

時間外労働及び休日労働の上限について

１日の労働時間が６時間を超える場合には45分以上、８時間を超える場合
には１時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えなければなりません（労働基

準法第34条）。



ポイント５ 割増賃⾦
時間外労働、休日労働、深夜労働（午後10時から午前５時）を⾏わせた場合

には、割増賃⾦を⽀払わなければなりません（労働基準法第37条）。

 割増賃⾦の算定⽅法

割
増
賃
⾦
率

（※）中小企業には、2023年３月31日まで適用が猶予されています。

割増賃⾦額 ＝ × ×割増賃⾦率
１時間当たりの

賃⾦額

時間外労働などの

時間数

ポイント６ 年次有給休暇

雇い入れの日（試用期間含む）から６か月間継続勤務し、全所定労働日の
８割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。
また、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年５日の

年休を取得させることが使用者の義務となります（労働基準法第39条）。

 通常の労働者の付与日数

 週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

（※）週以外の期間によって労働日数が定められている場合

週所定
労働日数

１年間の

所定労働日数(※)
継続勤務年数（年）

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付
与
日
数

（日）

４日 169日～216日 7 8 9 10 12 13 15

３日 121日～168日 5 6 6 8 9 10 11

２日 73日～120日 3 4 4 5 6 6 7

１日 48日～72日 1 2 2 2 3 3 3

継続勤務年数（年） 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数（日） 10 11 12 14 16 18 20

 年次有給休暇の取得の義務の例

４／１
入社

４／１

１０／１～翌９／３０までの１年間に
５日取得時季を指定しなければならない。

（例）４／１入社の場合

１０／１ ９／３０

10日付与（基準日）



ポイント８ 解雇・退職

ポイント９ 就業規則

① 始業･終業時刻、休憩、休日などに関すること

② 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること

③ 退職に関すること（解雇の事由を含む）

必ず記載しなければならないこと

① 退職手当に関すること

② 賞与などに関すること

③ 食費、作業用品などの負担に関すること

④ 安全衛生に関すること

⑤ 職業訓練に関すること

⑥ 災害補償などに関すること

⑦ 表彰や制裁に関すること

⑧ その他全労働者に適用されること

定めた場合に記載しなければ
ならないこと

厚生労働省のホームページにモデル就業規則が
掲載されていますのでご活用ください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

 労働時間の状況の把握
タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータなどの電子計算機の

使用時間（ログインからログアウトするまでの時間）の記録などの客観的な方法
その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければな
りません（労働安全衛生法第66条の８の３）。

 健康診断
労働者の採用時と、その後毎年１回、定期に健康診断を⾏わなければな

りません（労働安全衛生法第66条）。

 労災保険・雇用保険
労働者を１人でも雇用する事業主は労働保険（労災保険と雇用保険）に加入

しなければなりません。

その他の関係法令の基礎知識

業務上・通勤途上での災害に健康保険は使えません。労災保険を使いましょう。

やむを得ず、労働者を解雇する場合、30日以上前に予告するか、解雇予
告手当（平均賃⾦の30日分以上）を⽀払わなければなりません（労働基準法第20条）。
また、業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその後30日間は、

原則として解雇できません（労働基準法第19条）。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、

無効となります（労働契約法第16条）。

常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者
代表の意⾒書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です（労働基準法第89条、第90条）。
就業規則は、作業場の⾒やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に

周知しなければなりません。


